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都道府県労働局労働基準部長 殿  

厚生労働省労働基準局監督課長  

監督業務に係る法令等の疑義照会方汝の統一について   

臨検監督、司法処理等の監督業務の遂行に当たって生じた法令の適用、通達  
の運用等に係る疑義照会については、その内容の如何にかかわらず、今後、別  
添妄デル様式を参考に当課監督係あて行うようその方法を統一するので遺憾な  

きを期されたい。   

なお、今後とも、監督業務の遂行に当たって生じた疑義については、労働局  
において十分検討の上、管下の労働基準監督署に対する適切な指導に努めてい  

ただくようお顔いする。   



（別紙）  

疑義照会について   




